
福井県管理海岸漂着物定期清掃処理業務委託仕様書 

 

 

  福井県管理海岸漂着物定期清掃処理業務（以下「業務」という。）は、この仕様書に従っ

て実施するものとする。 

  ただし、本仕様書による委託者敦賀市を「甲」とし、受託者を「乙」とする。 

  

 共 通 事 項 

 １ 乙は、海岸漂着物処理の目的を熟知し、業務に従事するものとし、清潔の保持に努める

とともに常に規律と節度をもって業務を遂行しなければならない。 

 ２ 乙は、業務に従事中は親切、丁寧を旨とし、サービス精神に徹するとともに、海岸利用

者に不快、不信の念を与えないよう業務従事者の指導教育をすること。 

 ３ 乙は、本仕様書に掲げない事項であっても海岸漂着物処理の重要性を認識し、率先して

業務を遂行するとともに、甲が海岸漂着物の処理に際して必要と認める指示事項は厳守

すること。 

 ４ 乙は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。 

 ５ 委託業務の実施については、甲の監督指示に従わなければならない。 

 ６ 本仕様書は業務の大要を示すもので、乙は責任ある業務を実施しなければならない。 

 

業 務 内 容 

１ 委託範囲 

 福井県管理海岸（別紙図面のとおり） 

 

２ 委託期間 

 契約締結日から令和９年２月１７日まで 

 

３ 業務内容等 

（１）業務時間 

１日の業務時間は５時間とする。 

 原則として業務を実施する時間は以下のとおりとする。 

①午前の部  ９時３０分から１２時００分（２．５時間） 

②午後の部 １３時００分から１５時３０分（２．５時間） 

 

（２）業務人員 

原則として作業員は、１日４人とし、延べ人数は３６０人（１，８００時間）とする。 

 

（３）業務概要 

① 清掃等業務 

・海岸に漂着したごみを大型ごみ（漁網、漁具、プラスティック、流木等）及び小型

ごみ（燃やせるごみ、資源ごみ、ペットボトル等）に分別、回収、集積等を行うこと。 

・漂着ごみの回収は大型ごみを優先的に行い、その後に小型ごみを行うこと。 

・危険物（注射針や毒物のおそれのあるもの等）を発見した場合は、乙は速やかに甲

に連絡し、対応について甲の指示に従うこと。 

 



② 収集運搬及び処理業務 

・大型ごみの内、流木については、木質チップ又は堆肥の資源化を行い、その他の大

型ごみ（漁網、漁具、プラスティック、その他）の処理困難物及び小型ごみについて

は、法令その他の規程に従い、乙の責任において適切に収集運搬及び処理すること。 

・乙は処理に関しての証拠書類（伝票、マニュフェスト等）は５年間保存することと

し、甲より書類の提出を求められた場合、乙は速やかに対応すること。 

 ③ 海岸漂着物の状況は定期的な漂着を含め、常に状況が変化するため、乙は海岸及び

漂着物の状況を把握し、適宜、甲に報告すること。 

  ④ 台風等の影響により一時的に大量の海岸漂着物が発生した場合は、甲乙協議し、対

応を決定し甲の指示に従い、業務を遂行すること。 

  

（４）業務実施日 

原則として別紙スケジュール表のとおりとする。 

   ※ただし、変更等が必要となる場合は、甲乙協議し、乙は甲の指示に従い業務を遂行す

ること。 

 

（５）業務報告 

乙は、甲が定める様式により次の業務完了報告書を提出すること。 

①毎月の業務完了報告書    

②四半期毎の業務完了報告書 

ア １回目 契約締結日から令和８年６月３０日 

イ ２回目 令和８年７月１日から令和８年９月３０日 

ウ ３回目 令和８年１０月１日から令和８年１２月３１日 

エ ４回目 令和９年１月１日から令和９年２月１７日 

    ※各業務期間終了後の翌月１０日までに業務完了報告書を提出すること。 

 

４ その他 

（１）運搬車両、清掃用具、消耗品（集積袋等）は、乙にて準備すること。 

（２）荒天、積雪等の理由により業務の遂行が困難又は作業に危険等が生じる場合は、乙は

甲にその旨連絡し指示を仰ぐこと。 

（３）上記の業務内容は、福井県管理海岸の状態により変更することがある。 

（４）小型ごみの処理量はトンで算出し、小数点以下の量については切捨てとする。 

（５）その他、この仕様書に定めのない業務内容については、甲乙双方誠意をもって協議の 

うえ決定するものとする。 



位置図（全体）

○実施予定範囲 ： 延長：約4,000ｍ
・実施予定範囲にて、危険が伴うと判断した場合は清掃を行わない箇所あり

・実施予定範囲以外にて、台風等の影響で大量のごみが漂着し、緊急的に対応が必要となる場合や、
地区からの処理困難物の撤去の要望を受けた場合は、必要に応じて契約の範囲内で対応する。
※ただし、福井県管理海岸の場合のみ

浦底漁港
（市所管）

県二州農林部管理海岸
①横浜海岸 延長：約1,200m

県土木事務所管理海岸
②杉津海岸 延長：約250m
③阿曽海岸 延長：約400m
④五幡・挙野海岸 延長：約700m
⑤江良海岸 延長：約250m

県港湾事務所管理海岸
⑥赤崎海岸 延長：約600m
⑦田結海岸 延長：約300m
⑧鞠山海岸 延長：約300m

立石漁港
（市所管）

白木漁港
（市所管）

①

③

④

⑤

⑥
⑦
⑧

○実施箇所 ：福井県管理海岸（市所管の漁港は除く）

②



位置図（詳細） 約１/１００００

県二州農林部管理海岸
①横浜海岸 延長 約1,200m

県土木事務所管理海岸
②杉津海岸 延長 約250m



位置図（詳細） 約１/１００００

県土木事務所管理海岸
③阿曽海岸 延長 約400m



位置図（詳細） 約１/１００００

県土木事務所管理海岸
④五幡・挙野海岸 延長 約700m

県土木事務所管理海岸
⑤江良海岸 延長 約250m



位置図（詳細） 約１/１００００

県港湾事務所管理海岸
⑥赤崎海岸 延長 約600m

県港湾事務所管理海岸
⑦田結海岸 延長 約300m

県港湾事務所管理海岸
⑧鞠山海岸 延長 約300m



27 36 27 90

敦賀港湾事務所管理海岸 敦賀土木事務所管理海岸 二州農林部管理海岸

（田結・鞠山・赤崎） （五幡・挙野・江良・阿曽・杉津） （横浜・大比田）

実施予定　27日【作業時間540ｈ】 実施予定　36日【作業時間720ｈ】 実施予定　27日【作業時間540ｈ】

※清掃予定海岸に漂着ごみがない場合、甲乙協議し、清掃海岸の変更や集積場で分別及び搬出対応可とする。

4月 作業予定日　 0 日 5月 作業予定日 14 日 6月 作業予定日 15 日
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
予定
実施

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
予定

実施

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
予定

実施

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
予定
実施

26 27 28 29 30 24,31 25 26 27 28 29 30 28 29 30
予定

実施
3 6 5 6 6 3

7月 作業予定日　 0 日 8月 作業予定日 0 日 9月 作業予定日 10 日
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
予定

実施

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
予定
実施

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
予定
実施

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
予定

実施

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
予定

実施

30 31
予定

実施
0 0 0 0 0 0 2 4 4

10月 作業予定日 12 日 11月 作業予定日 12 日 12月 作業予定日 8 日
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
予定

実施

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
予定
実施

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
予定
実施

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
予定

実施

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
予定

実施

予定

実施
4 6 2 3 5 4 3 2 3

1月 作業予定日 11 日 2月 作業予定日 8 日 3月 0 日
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
予定
実施

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
予定
実施

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
予定
実施

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
予定

実施

24,31 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
予定

実施
3 5 3 3 2 3 0 0 0

令和８年度 海岸漂着物作業カレンダー

海水浴シーズンは

基本、実施しない


